
平成29年度「神奈川県がん対策推進計画」の構成施策事業の進行管理台帳

内容

1 がんにならない取組みの推進

中柱①　生活習慣改善の推進

・　県及び関係機関は、「かながわ健康プラン２１（第２
次）」の中で提唱している、栄養・食生活の改善や運動
の習慣化に向けた県民一人ひとりが取り組む「新かな
がわ健康づくり10か条（コラム参照）」により、生活習慣
の普及を、がん予防の観点から推進していきます。
・　県は、「医食農同源」について、県内食材の機能性
の研究やメニュー開発等を行い、生活習慣病予防に活
用し、食の大切さについて普及します。

第５条

・　「野菜の機能とレシピ集」講座
　　　JAよこすか葉山　長井支店
　　　参加者；30～70歳代の男女25名

・　8020運動推進員の養成
　　　養成研修：　2回実施　　養成人数　79名
　　　大交流会：　1回実施　　参加人数　132名

100 ☆☆☆☆☆
・8020運動推進員に対して、地域（市町村、歯科医師
会等）におけるサポート体制や、活動回数に地域差が
ある。

・　8020運動推進員の養成

・　県は、がん予防に対する県民意識の高揚を図るた
め（公財）かながわ健康財団が実施する、がん知識の
普及啓発のためのキャンペーン事業等の実施を支援し
ます。

第12条
・　がん知識の普及啓発ポスター等の作成及び配布
・　デジタルサイネージ（電子看板）による広告
・　がん征圧月間事業費と管理運営費の一部補助

67 ☆☆☆
民間団体の支援や、女性のがん、小児がん対策等に
対するきめ細かい対応が必要

・　がん征圧月間（９月）を中心に、がん征圧キャンペー
　　ン等の各種事業を実施

中柱②　たばこ対策の推進

・　県は、喫煙によりがんだけでなく、心疾患やＣＯＰＤ
などのリスクが高まるほか、低体重児出生や早産など妊
娠や出産にも影響が及ぶことから、「県のたより」や県
ホームページなどを通じて、たばこによる健康への悪影
響について普及啓発を図るとともに、卒煙（禁煙）方法
を情報提供します。
・　県は、身近な場所で卒煙（禁煙）サポートが受けられ
るよう、県ホームページや県保健福祉事務所を通じて、
禁煙治療を実施している医療機関及び禁煙相談を実
施している薬局についての情報を提供します。
・　県は、県保健福祉事務所において、地域の医療機
関などと協力して、禁煙相談や禁煙教育などを行い、
地域における卒煙（禁煙）サポートをさらに推進します。
・　県は、地域で卒煙（禁煙）サポートを行う保健医療関
係者などの資質向上を図る研修会を開催します。
・　県は、保健医療関係団体が行う卒煙（禁煙）サポート
の取組みに協力します。
・　県は、県内事業所、（公財）かながわ健康財団、県な
どで構成する「かながわ卒煙サポートネットワーク」を活
用し、卒煙（禁煙）サポートに関する情報共有や人材育
成などを行い、職域における卒煙（禁煙）サポートを促
進します。

第５条

【かながわ卒煙サポートネットワー】
・卒煙サポート連絡会（情報交換会）
　　２回実施　計43名参加
・卒煙サポートセミナー
　　３回実施　計109名参加
・卒煙支援担当者研修会」
　　１回実施　39名参加

【かながわ卒煙塾】
・「かながわ卒煙塾」開講
　　卒煙チャレンジ講座　３回実施　計16名参加

【「地域禁煙サポート推進事業」の実施】
・地域禁煙サポート教育
　14回実施　計1,647名参加
・地域禁煙サポート相談
　　22回実施　計相談者227人
・地域禁煙サポート会議　１回開催
・地域禁煙サポート研修　２回開催

87 ☆☆☆☆

・「平成25～27年度県民健康・栄養調査」によ
ると、喫煙している男性の６割、女性の４割が
たばこをやめたい、減らしたいと回答している
ことから、地域や職域で卒煙しやすい環境づく
りをさらに進める必要がある。

・県の喫煙率（成年男子）は、26.8と前回調査
と比較し、1.8ポイント増加していることから、
引き続き取組みを促進する必要がある。（平成
28年度国民健康・栄養調査）

・　「かながわ卒煙サポートネットワーク」の運営
・　「かながわ卒煙塾」の実施
・　「地域禁煙サポート推進事業」の実施

・　県は、県内の児童、生徒、学生に向けた喫煙防止啓
発リーフレットの配布により、たばこによる健康への悪影
響について普及啓発を図ります。
・　県は、学校などからの希望に応じて、県保健福祉事
務所の医師・保健師等を派遣し、喫煙防止教育を実施
します。
・　県は、地域や学校で未成年者への喫煙防止教育な
どを行う保健医療関係者などの資質向上を図る研修会
を開催します。
・　県は、県ホームページや県保健福祉事務所を通じ
て、未成年者に対し禁煙治療を実施している医療機関
及び禁煙相談を実施している薬局についての情報を
提供します。

第5条

【喫煙防止啓発リーフレットの作成・送付】
　・児童向け
　　83,500部作成
　　県内小学６年生全員（約80,000人）に配布
　・中高生向け
　　8,000部作成　高校生等に配布
　・大学生向け
　　30,500部作成　大学生等に配布
　・妊産婦向け
　　25,600部作成　妊産婦やその家族等に配布

・未成年者喫煙防止教育担当者研修会
　　2回開催　延べ96名参加

・中学校等に医師・保健師等を派遣
　　喫煙防止教育を27回実施　1,758人参加

100 ☆☆☆☆☆
・依然として、喫煙する未成年者が存在するこ
とから、未成年者に向けた普及啓発や喫煙防止
教育を充実していく必要がある。

・　リーフレット等の作成・配布による普及啓発
・　喫煙防止教育の実施
・　未成年者喫煙防止教育担当者研修会の実施

取組みを進める施策 がん克服条
例該当条項

平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み
項目

１　かながわ健康プラン２１
　　（第２次）の推進

２　(公財)かながわ健康財
　　団によるがん征圧推
　　進事業

３　卒煙（禁煙）サポート

４  未成年者の喫煙防止
　　対策

資料３-１
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目

・　県は、県民向けのキャンペーンや「県のたより」など
を通じて、受動喫煙による健康への悪影響についての
普及啓発や、「神奈川県公共的施設における受動喫煙
防止条例」の周知徹底を図ります。
・　県は、説明会の開催などにより、施設管理者などへ
条例のさらなる周知徹底を図るとともに、施設管理者な
どからの条例に関する相談に適切に対応します。
・　県は、条例に適合する分煙設備等を整備する事業
者を支援します。
・　県は、条例未対応施設への戸別訪問による指導や
通報への対応などを行い、条例の適切な施行を図りま
す。
・　県は、たばこ対策推進検討会を開催し、受動喫煙防
止対策などのたばこ対策の取組みについて検討しま
す。
・　県は、他都県市と共同して受動喫煙防止キャンペー
ンを実施します。
・　県は、実効性のある受動喫煙防止措置を盛り込んだ
法制度の整備を国に要望します。
・　県は、県外からの来訪者に対し、民間の観光情報誌
等を活用し条例の周知を図ります。

第５条

・　「施設管理者のためのガイドライン(普及版)」の作成・
配布
・条例説明会の開催
　　157回実施　17,479人参加）
・対象施設（4,707施設）への戸別訪問を実施
・必要な措置を講じていない対象施設への再訪問
　　2,843回実施
・「分煙技術アドバイザー」の派遣(１回）
・県中小企業制度融資による低利融資に係る利子補給
を実施
・受動喫煙防止キャンペーン
　　世界禁煙デー・禁煙週間前後の時期を中心に実施
　　チラシ、ポケットティッシュ等の配布
・受動喫煙防止イベントを開催
・他都県市と共同で受動喫煙防止対策キャンペーンを
実施
　共同キャンペーンポスター作成（本県475部）、
　山梨県と静岡県と共同でチラシ作成・配布
　（本県1,465部）
・受動喫煙防止に関する啓発グッズを作成、配布
　　民間と協動し、ウエットテッシュ1,000個作成

93 ☆☆☆☆☆
さらなる戸別訪問を実施し、条例未対応施設の
解消を図る必要がある。

・　「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」
　　円滑な施行
・　受動喫煙による健康への悪影響についての正しい
知
　識の普及
・　他県等とも連携した受動喫煙防止対策の推進

中柱③　発がんに関わるウイルス等の感染に対する予防

・　厚生労働省は子宮頸がん予防ワクチンを平成25
（2013）年４月から予防接種法に基づく定期予防接種
に位置づける予定です。定期予防接種開始後は、中
高生等若年層を対象に市町村において実施される予
定であることから、県や市町村は、同ワクチンの接種の
促進に向け、医療機関や教育現場と連携した効果的な
普及啓発等の対策に取り組みます。

第５条 事業終了 - － － －

・　県、市町村及び医療機関は、さらなる肝炎ウイルス
検査の受検体制の整備及び受検の勧奨を推進しま
す。
・　県、市町村及び医療機関は、感染のリスクが高い者
に対するＢ型肝炎ワクチンの接種について啓発します。
・　県、市町村及び医療機関は、県民が自らの肝炎ウイ
ルス感染の有無や病態を把握し、予防や早期治療を
行うために、肝炎についての正しい知識を持つことがで
きるよう、普及啓発に取り組みます。

第５条

・　肝炎の早期発見、早期治療のためにＢ型及びＣ型
肝炎ウイルス検査を実施した。
　Ｃ型ウイルス検査：保福事務所実施26件、医療機関
実施９件
　Ｂ型ウイルス検査：保福事務所実施28件、医療機関
実施11件
・　肝疾患コーディネーターセミナー
　　　　１回開催、参加者61名、認定者51名

80 ☆☆☆☆
・　感染者の早期発見のため、県民が少なくとも１回は
肝炎ウイルスを受検する必要があるが、十分に浸透し
ていない状況がある。

・　保健福祉事務所及び医療機関での肝炎ウイルス検
査を実施する。
・　肝疾患コーディネーターセミナー
　　　　10回開催予定

５　受動喫煙防止対策

６　子宮頸がん予防ワクチ
　　ンの接種にかかる普及
　　啓発

７　肝炎対策
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目

2 がんの早期発見

中柱①　がん検診の受診促進

・　県は、市町村、企業等と連携しながら、リーフレット、
ポスター、テレビ、デジタルサイネージ等の多様な媒体
を活用して、がん検診の受診促進を図ります。
・　県は、企業内で従業員にがん検診を働きかける「健
康づくり担当者」にがん検診の必要性や正しい知識を
周知する研修を実施し、企業にがん検診の必要性を認
識してもらい、企業の健康づくり担当者を通じて従業員
やその家族のがん検診受診を促進します。
・　県は、各地域の企業の事業主等にがん検診の必要
性や正しい知識を普及啓発し、事業主等を通じて従業
員やその家族のがん検診受診を促進します。
・　県及び市町村は、保険者と連携して、がん検診と特
定健診の同時実施を推進し、がん検診を受診しやすい
環境整備を図ります。
・　県は、検診実施団体や企業等と連携して、乳がん検
診受診促進のためのピンクリボン活動などを実施し、が
ん検診の必要性や正しい知識について普及啓発しま
す。

第５条

・　がん検診企業研修
　　　過去最高の22回実施　約779名参加
・　がん検診普及啓発リーフレット（30,000部）
　　ポスター（3,000部）作成
　　　ショッピングセンターなどで配布
・アンケートで受診が確認できた方に記念品を贈呈
・平成28年度国民生活基礎調査による受信率
　　胃41.8％、大腸42.2％、肺45.9％、
　　子宮（頸部）44.6％、乳45.7％
　平成25年度調査から胃2.3、大腸3.7、肺4.1、
　子宮（頸部）1.6、乳2.8ポイント上昇
・ピンクリボン活動事業
　　「ピンクリボンかながわ2017」開催：9/23
　　　県は、共済企業とブースを出展
・がん対策推進員認定制度
　　　現在約2,100名を認定
　

80 ☆☆☆☆

・リーフレット・ポスターによる普及啓発やアンケートと引
換えの記念品贈呈だけでは、具体的な受診行動のイン
センティブが弱いため、より効果の大きい方法を検討す
る必要がある。

・　がん検診企業研修事業
　
・　がん検診企業連携事業

・　がん対策推進員認定制度
　　がん対策に関する包括協定を締結した企業等の社
員　のうち、県が指定する研修を修了したものを「神奈
川県がん対策推進員」に認定し、県民に対し、直接、が
んに関する情報提供を行う。

・　「がん体験を身近に感じること」は受診行動につなが
る傾向があるため県及び市町村は、がん体験者から
「がんにり患して検診の必要性を認識した」「検診で早
期発見したことにより職場復帰できた」等の体験談を、
研修会等の場で話していただくことにより、がん検診の
受診促進を図ります。

第５条

・　がん体験者の講演を含む企業研修
　　１回実施　　　15名参加
　（全体では、22回実施　779名参加）

・　がん検診普及啓発セミナー
　　　各保健福祉事務所で　38回実施

80 ☆☆☆☆

・ がん検診企業研修は、実施回数が増加してい
る一方で、既存の会議等で時間をいただいて実施
しているため、がん体験者による講演会が実施で
きる十分な研修時間の確保が難しい。

・がん検診企業研修

・がん検診普及啓発セミナー

・　平成24（2012）年度にがん検診の効果的な受診勧
奨（再勧奨）を行うモデル事業を実施していることから、
県は、当事業により効果的な受診勧奨手法の検証を行
い、その結果を市町村に情報提供することにより、受診
率向上に向けた取組みを普及します。

第５条

【ソーシャルマーケティング手法の活用】
・モデル事業で成果のあったた乳がん検診リーフレット
の活用：利用なし
・国立がん研究センターが新たに作成した受診勧奨資
材
　利用者：山北町→受診率が向上した
　　　　　平成28年度 5.34％　⇒ 平成29年度 18.15%

66 ☆☆☆☆
・　各市町村が個々の実情に合わせた受診勧奨方法を
検討する必要がある。

・　乳がん検診啓発リーフレット「マンモグラフィへ行こ
う！」を使用し、ソーシャルマーケティングの手法を使っ
て、がん検診の受診勧奨を実施する。

中柱②　がん検診の精度向上

・　県は、がん検診の精度向上に向け、がん検診従事
者講習会や子宮がん検診及び肺がん検診等の受診率
向上に伴う検体数の増加に対応するため、細胞診従事
者を対象とした研修会を開催します。
・　県は、県医師会が実施する医療従事者及び検診従
事者の技術向上のためのマンモグラフィ講習会の開催
に対して支援を行い、がん検診従事者の資質向上を図
ります。また、受講者がより受講しやすい環境を整備
し、研修受講者の増加を図ります。
・　検診機関は、国の補助制度等を活用し、検診に関
する機器の整備を図ります。

第５条

　・マンモグラフィ講習会
　　県医師会主催、県後援　医師及び放射線技師向け
　　２日間実施
　　　医師向け講習会：2日間　46名参加
　　　放射線技師向け講習会：2日間　50名参加
　（県は、講習会開催にかかる費用の一部を補助）

　・内視鏡検査に係る研修
　　県医師会主催　１回開催
　
【マンモグラフィ検診精度向上事業】
　・１医療機関にマンモグラフィ検診機器を整備するた
めの費用の補助を行った。

84
(87)
(80)

☆☆☆☆
［医師会の講習会への補助］
・　講習会実施について、平成２７年度をもって、国庫
補助が廃止されたため、県医師会への補助について、
十分な予算の確保が課題。

・　マンモグラフィ講習会
・　マンモグラフィー検診機器の整備に対する費用補助

・　がん診療連携拠点病院及び神奈川県がん診療連
携指定病院は、地域の医療従事者を対象にがんの早
期診断に向けた研修を実施します。

第５条
・　各がん診療連携拠点病院等において、地域の医療
従事者を対象としたがん医療従事者研修を実施した。

80 ☆☆☆☆
・　より多くの地域の医療従事者に対して、がんの早期
診断の技術向上を図る必要がある。

・　各がん診療連携拠点病院等において、地域の医療
従事者を対象としたがん医療従事者研修を実施する。

・　県は、生活習慣病対策委員会「がん・循環器病対策
部会」及び各がん分科会を開催し、市町村が実施する
がん検診結果を分析することにより、がん検診の精度
管理を行います。また、がん検診の精度向上のための
方策を検討協議し、協議結果について市町村へ報告
することにより、市町村のがん検診の精度向上を支援を
します。

第５条

・　5大がんの分科会において、市町村がん検診の結果
分析等検討を行った。
・　部会及び各分科会を年１回開催し、その結果を市町
村健康増進主管課長会議において報告した。
・　精密検査受診率が低い市町村に対し指導をした。

73 ☆☆☆

・　がん検診受診率をはじめとした各指標について、許
容値すらクリアできていない項目がまだ多く見られる。
特に精密検査受診率、精密検査未把握率が問題であ
る。
・　がん検診の精密検査結果を把握できていない市町
村があるため、何かしらの対策を講じる必要がある。

・　部会及び分科会において、市町村が実施するがん
検診結果の分析や受診率向上の方策について検討
し、市町村が行うがん検診の精度管理や精度向上への
支援、指導及び助言を行う。

・　県は、市町村とともに、がん検診（一次検診）で要精
密検査とされた者に対する精密検査の受診率向上の
ための効果的な方法を検討し、有用な情報を市町村に
情報提供します。

第５条
・　 上記の分科会の結果等について、市町村主管課長
会議において、市町村別の精検受診率等のデータを
提供した。

67 ☆☆☆
・　県が精密検査の受診率向上に効果的な好事例を収
集・整理して、県内市町村に情報提供し、市町村の取
組みを後押しする必要がある。

・　部会及び分科会において、市町村が実施するがん
検診結果の分析や受診率向上の方策等の検討を行
い、市町村が行うがん検診の精度管理や精度向上を
支援する。

８　地域・職域が連携した
　　がん検診の受診促進

９　がん体験者と連携した
　　がん検診の受診促進

10　効果的ながん検診の
　　受診勧奨

11　がん検診従事者の人
　　材育成等

12　がん診療連携拠点病
　　院におけるがん早期診
　　断に 向けた研修

13　生活習慣病対策委員
　　　会  「がん・循環器病
　　対策部会」がん分科会
　　等における検診方法
　　の検討

14　精密検査受診の促進
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目

3 がん医療の提供

(1)がん診療連携拠点病院を中心としたがん医療の充実

中柱①  県立がんセンターの総合整備及び取組み

・　高精度放射線治療装置（リニアック）の増設をはじ
め、内視鏡室、無菌病室の増設により、がん治療の充
実を図るとともに、ＰＥＴ－ＣＴや、高性能のＣＴ、ＭＲＩな
ど最新装置の導入や遺伝子診断の充実による先進医
療を進めます。

第７条
完了
（平成25年11月に県立がんセンターが新病院に移設し
たことに伴い、施設・設備・機器等の整備が完了）

－ － － －

・　平成27（2015）年12月の治療開始をめざして、重粒
子線治療施設（ｉ-ＲＯＣＫ）の整備を進めます。
・　治療開始に向け、県、地方独立行政法人神奈川県
立病院機構、放射線医療の専門家、患者側の方も含
めた検討委員会を設け、治療に従事する人材の確保・
育成、患者紹介に必要な他の医療機関とのネットワー
クの構築、治療費の決定、患者家族へのPRなどを総合
的に検討し、取組みを進めます。治療費の患者の負担
軽減については、民間のがん保険の普及状況を勘案し
ながら、治療費の保険適用について、引き続き国へ要
望していきます。

第７条

・　29年度の実績は、助成件数73件、利子補給１件で
あった。
・　補助制度の周知について、県ホームページに案内
を掲載するとともに、県立がんセンターに患者さんへの
情報提供の協力を依頼した。

100 ☆☆☆☆☆ －
・　県立がんセンターの重粒子線治療にかかる治療費
の一部を支援するとともに、患者本人や家族が治療費
を金融機関から借り受けた場合、その利子を補填する。

・　増床した外来化学療法室及び増設した診察室や手
術室により、外来患者の待ち時間を短くし、待機患者を
減らすとともに、充実した設備やゆとりある病室により、
患者に優しい医療・療養環境を提供します。

第７条
完了
（平成25年11月に県立がんセンターが新病院に移設し
たことに伴い、施設・設備・機器等の整備が完了）

－ － － －

・　県がん診療連携協議会を開催し、がん診療連携拠
点病院及び県がん診療連携指定病院間の連携強化を
図り、本県のがん医療提供体制の充実に取り組みま
す。

第７条

・　すべてのがん診療連携拠点病院と神奈川県がん診
療連携指定病院が構成員となり、協議会及び５部会を
定期的に開催した。
・　平成29年から、がん薬物療法部会を新たに設置し
た。
・　緩和ケア部会において、2回目のピュアレビューを実
施した。

90 ☆☆☆☆☆
・　ゲノム医療等最新医療や医療安全等に対する国の
動向に注意しながら、各がん診療連携拠点病院等が協
議・情報交換等を行っていく必要がある。

・　県としても国の動向に注意し、適切な連携・情報提
供を行っていく。

・　身体全体の免疫力を高める漢方などの東洋医学に
よる治療を実践する漢方外来を充実します。

第７条

・　漢方診療機能：次の漢方診療を保険診療で行った。
　　　①　抗がん剤治療等による副作用の軽減
　　　②　体力維持を目的とした緩和ケア
・　栄養サポート機能
　　がん患者に対して適切な栄養療法や栄養指導を行
い、栄養面からのＱＯＬの向上をサポートした。
・　相談機能、紹介機能
　　　①　漢方診療の相談
　　　②　地域の漢方専門医療機関の紹介
・　東洋医学への理解の促進

80 ☆☆☆☆
・　29年度漢方外来延べ患者数は、目標である3,600人
に対し、3,185人に留まった。

・　県立がんセンターにおける「漢方サポートセンター」
の運営
　　①漢方診療機能
　　②栄養サポート機能
　　③相談機能、紹介機能
　　④東洋医学への理解の促進

・　治療に向けた体力の向上、日常生活や仕事への早
期復帰、緩和ケアを受けている患者の生活の質の向上
を図ります。

第７条
・　医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、
個々のがん患者に適した効果的なリハビリを実施した。

100 ☆☆☆☆☆

・　がん治療における外見の変化に、医療者が関わり治
療の経過を踏まえてケアをすることで、患者がＱＯＬの
高い治療生活を送れるよう支援します。

第７条

・　相談窓口で次の相談等を受けた。
　　外見ケアに関する相談・ウィッグやコスメ用品の見学
　　患者の悩みの背景や個人の価値観に応じた相談
　　アピアランスに関するセミナー開催

80 ☆☆☆☆
相談者数は計画数1,320人に対して、906人（68.6％）

に留まった。

相談窓口や病棟で外見等の相談を受ける。
　・外見ケアに関する相談
　・ウイッグやコスメ用品の見学
　・患者の悩みの背景や個人の価値観に応じた相談
　・アピアランスに関するセミナー開催

15　がん診療の中核病院
　　としての高度ながん医
　　療の提供

16　重粒子線治療の開始

17　患者に優しい医療・療
　　　養 環境の提供

18　県がん診療連携協議
　　会の開催

19　漢方外来の充実

がん患者へのリハビリ医療
の充実

アピアランスの支援
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目

中柱②  がん診療連携拠点病院等によるがん医療の提供

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、手術療法・放射線療法・化学療法を組み合わ
せた集学的治療を実施するとともに、患者が治療法を
選択できるよう、インフォームド・コンセントがより円滑に
行われる体制の整備やセカンドオピニオンの活用を促
進するための普及啓発等を行います。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、地域のがん医療水準の向上のため、手術療
法・放射線療法・化学療法に関する相談など、がん診
療を行う医療機関を支援します。

第７条

・　がん診療連携拠点病院等は,整備指針等により、適
切に取組みを行った。
・　がん診療連携協議会等において、相談支援体制や
地域との連携強化の効果的な展開を図るために情報
交換、協議を行った。

80 ☆☆☆☆
・　地域のがん診療を行う医療機関への支援には、各
がん診療連携拠点病院等により、格差がみられる。

・　がん診療連携拠点病院が行う事業（がん患者やそ
の家族を対象としたがん相談支援事業、がんに関する
各種情報の収集、提供を行う普及啓発・情報提供事業
等）に助成する。
・　がん診療連携拠点病院については、各補助金の予
算確保に努める。

・　県は、患者が住み慣れた地域で、そのニーズに応じ
た高度で質の高いがん医療を受けることができる体制
を整備するため、県がん診療連携指定病院を整備しま
す。また、国におけるがん診療連携拠点病院のあり方
についての検討結果を踏まえ、地域におけるがん診療
の中心となる病院を整備します。

第７条

・　平成30年４月１日に向け、さらに県がん診療連携指
定病院を１病院指定した。
・　更新を含めた全指定病院について、現況報告によ
り、指定要件の充足状況を確認し、うち半数について
は、現地確認でも確認した。

73 ☆☆☆
・　県がん診療連携指定病院がない医療圏が２か所
（県央・県西）あるため、両医療圏での指定に向け働き
かけていく必要がある。

左記２医療圏のうち、１医療圏（県央）には指定希望病
院があるため、連絡・調整を密にしていく。

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院等は、地域でがん医療に携わる医師等を対象に、
早期診断、緩和ケアに関する研修を実施するとともに、
副作用対応を含めた放射線療法・化学療法に関する
研修等を実施します。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院等は、看護師、薬剤師など地域のがん医療従事
者を対象としたがんの専門知識・技術の習得のための
研修を実施します。
・　がん診療連携拠点病院である４つの大学病院（特定
機能病院）は、がん診療連携拠点病院等の医師に対し
高度ながん医療に関する研修を実施し、専門的な知識
を持った医師の養成を図ります。

第７条
・　すべてのがん診療連携拠点病院等において、がん
医療に携わる医師等を対象として研修が行われてい
る。

80 ☆☆☆☆
・　より多くの地域の医療従事者に対して、がんの専門
知識・技術の向上を図る必要がある。

・各がん診療連携拠点病院等で、研修等を実施する。
・　県は,がん診療連携拠点病院が行う地域の医療従事
者を対象としたがん医療従事者研修事業に助成する。

・　県、がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指
定病院等は、口腔がん、成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）な
どの希少がんについて、適切な標準的治療の提供体
制や相談支援等のあり方が確立した段階で、個々の希
少がんに対応した取組みを進めます。

第７条
・　県立がんセンターのがん相談支援センターでは、国
立がん研究センターで構築された施設別がん登録件
数検索システムを活用して、希少がんに関する相談に
対応している。

60 ☆☆☆
・　県立がんセンター以外でも希少がんの相談に対応
できるよう、対策を検討する必要がある。。

・　県立がんセンター以外でも相談に対応できるよう等
と協力し、県としても希少がんに関する情報の集約・発
信に務めることとし、施設別がん登録件数検索システム
の周知方法を検討する。
・施設別がん登録件数検索システムについて、引き続
きがんサポートハンドブックに掲載する。

中柱③　チーム医療の推進

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、引き続きキャンサーボードを開催し、患者一人
ひとりの病態に応じたがん医療を速やかに推進します。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、緩和ケアチーム以外にも、医師等の充足に応
じ、化学療法など各分野における多職種でのチーム医
療を推進します。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、研修等の場においてチーム医療の好事例を
地域の医療機関に紹介し、地域でのがん医療の充実
を図ります。

第７条

・　すべてのがん診療連携拠点病院等において、院内
クリティカルパスの整備やキャンサーボードの設置がさ
れている。

80 ☆☆☆☆
・　院内クリティカルパスについては、運用実績につな
がっていない病院もあることから、各病院の地域の状況
に応じた対応を検討する必要がある。

・　県がん診療連携協議会及び部会、各がん診療連携
拠点病院等で実施している研修を通じて、チーム医療
の推進を図る。

20　がん診療連携拠点病
　　院を中心としたがん診
　　療の提供

21　県がん診療連携指定
　　病院等の整備

22　がん診療連携拠点病
　　院等による医療従事者
　　の人材育成

23　希少がんへの取組み

24　チーム医療の推進
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目
中柱④　小児がん医療の充実

・　小児がん拠点病院である県立こども医療センター
は、小児がんの集学的医療の提供や、患者とその家族
に対する心理社会的な支援、小児がんに携わる医師
等に対する研修の実施、小児がんに関する情報の集
約、発信などを実施するとともに、小児がん医療の拠点
として、各医療機関との連携体制を構築します。
・　県立こども医療センターは、小児がん診療を行う医
療機関が連携し、診療の方法、患者の長期フォロー
アップ方策などの情報を共有し、効果的な取組みにつ
いて検討する体制を整備します。
・　県立こども医療センターは、訪問看護ステーションの
看護師や県内自治体の保健師等を対象とした在宅医
療に関する研修会を開催するなど、小児がん患者とそ
の家族等が、安心して地域で療養できる環境整備を図
ります。
・　県は、小児がんの地域がん登録を推進し、県内の小
児がん患者の実態を把握します。また、集計したデータ
は、ホームページ等を活用し、県内の医療機関に周知
します。

第７条

・　小児がん拠点病院である県立こども医療センター
が、平成27年に設置した「神奈川県地域小児がん医療
提供体制協議会」において、平成28年2月から相談支
援部会準備会を開催し、平成29年２月には部会を開催
した。

80 ☆☆☆☆

・　小児がんは、年間患者数が少なく、扱う施設も限ら
れている。協議会が設置されたことの意義は大きいが、
連携は始まったばかりで、個別の課題への対応に取り
組んでいく必要がある。

・　「神奈川県地域小児がん医療提供体制協議会」を
中心に、小児がん医療の地域連携体制構築に取り組
んでいく。

中柱⑤　がん医療における生活の質（ＱＯＬ）の向上と漢方診療の活用

・　県は、がん医療に漢方を導入している医療機関を把
握するとともに、県立がんセンター等と連携し、抗がん
剤の副作用による苦痛の軽減などががん患者の生活
の質（ＱＯＬ）の向上に向け、漢方診療の活用について
検討します。

第７条

［県立がんセンター　漢方サポートセンター]
・　県立がんセンターが運営する「漢方サポートセン
ター」において、漢方外来の診療機能、栄養サポート機
能、相談・紹介機能・東洋医学への理解の促進を計画
どおりに実施することができた。

[その他]
・　がん診療連携拠点病院等の現況報告及び現地確
認において、漢方の活用状況について把握した。
・　時点更新を行った「がんサポートハンドブック」に、引
き続き漢方サポートセンターの情報を掲載した。

80
(100)
(60)

☆☆☆☆

［県立がんセンター　漢方サポートセンター]
計画数を若干下回ったものの、概ね計画通り実施し
た。
(計画数3,600人、実績3,185人)

[その他]
・　各がん診療連携拠点病院等において、漢方を積極
的に診療に活用している病院は少ない。

［県立がんセンター　漢方サポートセンター]
　県立がんセンター「漢方サポートセンター」の運営
①漢方診療の実施（外来の拡充及び病棟回診の実施）
②栄養サポートの実施
③相談・紹介業務の実施
④東洋医学への理解の促進

中柱⑥　がん研究の推進

・　県立がんセンターは、臨床研究所の機能の拡充に
より、さらなるトランスレーショナル・リサーチを促進する
とともに、県内の大学や研究所、製薬会社等の研究を
支援するため、生体試料（＊）における試料・情報の提
供などにより、県内におけるがん研究の推進を支援しま
す。

（＊）原文は「神奈川がん臨床研究・情報機構」だが、
同機構は平成26年５月に解散し、県立がんセンターに
腫瘍組織センター事業（平成29年に生体試料センター
に名称変更）を引き継いだため修正

第８条

・　研究開発段階にあるがんペプチドワクチンについ
て、県立がんセンターにおいて臨床研究を実施するとと
もに、ワクチンを提供できる場である「がんワクチンセン
ター」を運営した。
・　臨床研究を推進するための基盤となる組織・運営体
制の整備を行った。
・　全国がん登録を実施した。

100 ☆☆☆☆☆

・　県立がんセンターにおいて臨床研究を実施するとと
もに、「がんワクチンセンター」を運営する。
・　臨床研究の基盤整備の経費のうち、これに伴う収入
をもって充てることができないと認められるものに相当
する額を負担金として支出する。
・　全国がん登録事業は、国から都道府県に法定受託
事務として協力を求め実施される。本県においては、県
立病院機構に登録業務等を委任して実施するため、必
要となる経費について、負担金を充当する。また、地域
がん登録事業のり患集計も並行して実施する。

25　小児がん医療の充実

26　がん医療における生
　　 活の質（QOL）の向上
     と漢方診 療の活用

27　がん研究の推進
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目
中柱⑦　がん登録の推進

・　県がん診療連携協議会において、登録業務に従事
する人材の育成に向けた研修を実施するとともに、登
録データの効果的な活用方法や円滑な患者の予後調
査の実施について検討する必要があります。

第６条

・　平成28年度は、県内の院内がん登録の精度向上の
ため、がん診療連携拠点病院等に加え、院内がん登録
を行っている医療機関も対象とした「院内がん登録新標
準登録様式2016年版研修」を３回行った。
・　また、院内がん登録部会の参加者を対象にした特定
のがん種についての研修として「院内がん登録研修会」
を１回行った。

73 ☆☆☆
・　部会において研修による人材育成は着実に実施さ
れている一方で、登録データを活用するための基盤が
整備されていないといった課題がある。

・　国立がん研究センターが公開している院内がん登
録の全国集計の結果について、県のホームページに
おいて、県内のデータを公開し、県内の比較が容易に
行えるよう検討する必要がある。

・　県及び関係機関は、地域がん登録への参加医療機
関を増やす取組みやがん登録に従事する人材育成の
ための研修を実施します。
・　県及び関係機関は、「悪性新生物登録事業推進委
員会」において、地域がん登録事業の評価や、登録精
度の向上に向けた効果的な施策の検討を行います。
・　県及び関係機関は、ホームページなどを活用し、個
人情報保護も含め、地域がん登録の意義について、県
内医療機関及び県民に周知します。
・　県及び関係機関は、他都道府県における、本県の
がん患者の受診状況及び予後情報の把握に努めま
す。
・　県は、地域がん登録の法制化について、引き続き国
へ要望していきます。

第６条

・　医療機関等へがん登録の実施内容等を周知するた
め、説明会を開催したほか、がん登録オンラインシステ
ム利用のためパソコンを導入（＠県立がんセンターがん
予防・情報学部）した。
・　県では県立がんセンターにおいて、登録作業を行っ
てきている。
・　がん登録リーフレットを作成（10,000部）し、生命保険
会社当を通じて県民へ普及啓発を行った。
・平成28年度地域がん登録届出件数：76,556件、届出
医療機関数：58
・　平成28年度全国がん登録届出件数：4,596件、届出
医療機関数：39

80 ☆☆☆☆

・　これまで、本県の「地域がん登録」は、平成27年分の
り患情報の届出を持って終了し、平成28年以降は「全
国がん登録」に移行する予定としていた。
・　しかし、平成28年度末になって県立病院機構から、
「地域がん登録」の方が「全国がん登録」の方が収集す
る情報（届出項目）が多い等の理由から「地域がん登
録」を継続したいとの意向が示されており、暫定的に継
続することとなったが、本県におけるがん登録の進め
方、地域がん登録の終了時期について検討が必要で
ある。

・　医療機関等へがん登録の実施内容等を周知するた
め、説明会の開催や、県民向けリーフレットを作成す
る。
・　がんのり患状況を収集することにより、がんの全体的
な傾向把握や有効な治療法の研究に資するとともに、
がんの予防対策、集団検+N50:S50診対策及び治療対
策等のがん施策立案・実施に不可欠な基礎データが
得られる。

・　県及び関係機関は、「悪性新生物登録事業年報」に
おける地域がん登録データのがん予防、がん医療に向
けた活用について検討します。

第６条

・　地域がん登録のデータについて、がん検診の受診
促進リーフレット、がん患者就労支援のリーフレット等で
活用した。
・　がん登録のリーフレットを作成し、がんの罹患率、死
亡率等の変遷について普及啓発を行った。

60 ☆☆☆

・　県におけるがん対策に対する普及啓発の基礎的
データとしては活用しているが、市町村等ががん登録
のデータを活用した施策（がん検診の精度管理等）を
行うことができていないため、方策を検討する必要があ
る。

・　県立がんセンターが横浜市と協働して実施している
研究事業の動向を注視するとともに、本県におけるが
ん登録を活用した取組みを検討していく。

(2)地域における連携･協働の推進
中柱①　がん診療連携拠点病院等による地域連携

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、県がん診療連携協議会において、がん治療に
係る病院間及び病院・診療所間の効果的な連携につ
いて、実践事例の紹介など情報交換を実施し、それぞ
れの地域の状況に応じた地域連携体制の充実を図りま
す。

第７条
・　県がん診療連携協議会及び部会を定期的に開催し
ている。 80 ☆☆☆☆

・　地域連携の必要性が求められる中、これまで以上に
各がん診療連携拠点病院等が協議・情報交換等を
行っていく必要がある。

・　県がん診療連携協議会及び部会を定期的に開催
する。

・　県は、県歯科医師会及び関係機関と連携し、医師
や看護師等に対し、がん患者の日常看護業務におけ
る口腔ケアに関する意識を高め、知識と
技術について普及啓発します。
・　地域歯科医師会は、がん患者の周術期※における
口腔内診査、治療及び専門的な口腔ケアの提供体制
を整備するため、がん患者歯科医療連携登録医療機
関と地域の病院との連携のしくみづくりを行います。

第７条

・　年２回開催のがん診療連携協議会に、県歯科医師
会の委員が参加し、情報提供を行うなど、連携に努め
ている。
・　がん診療医科歯科連携実習事業として、ケースカン
ファレンス２回、実地研修１回を開催し、歯科医師37
名、歯科衛生士15名の参加があった。
・　がん診療医科歯科連携検討会を年３回開催した。

67 ☆☆☆

・　医科歯科連携実施にあたってのガイドライン等と
いった共通ツールの作成検討や、課題の解決策の提
案を検討することができなかった。
・　より専門的な実習内容を行っていかないと、がん患
者の周術期口腔機能管理のスキルを身につけることが
できない。

・　地域歯科医師等が、院内に歯科のあるがん診療連
携拠点病院等において、がん患者の口腔ケアの実習
を行う。
・　がん診療における医科歯科連携の現状を分析し、
医科歯科連携の推進を図るための検討会を開催する。

28　院内がん登録の精度
　　 向上

29　地域がん登録の精度
　　 向上

30　地域がん登録データ
　　 の活用の検討

31　病院間及び病院・診
     療所間の連携

32　医科と歯科との連携
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目
中柱②　在宅医療の推進

・　県及び市町村は、医療・介護に従事する多職種が
専門的知識を活かし、チームとして患者・家族を支えて
いくための人材育成や、在宅医療を提供する機関等の
連携拠点の整備を行い、多職種協働による在宅医療
の支援体制を構築します。
・　県は、個々の市町村では解決が困難な課題を共有
し、検討を行うため、保健福祉事務所圏域ごとに地域
包括ケア会議を開催し、保健・医療・福祉の関係機関
や団体等の多職種による連携・協働体制を強化しま
す。
・　県は、地域包括支援センターや市町村等へ医師や
歯科医師、看護師、弁護士等の専門職を派遣し、具体
的な助言を行うことにより、多職種間での円滑な連携を
支援します。
・　終末期のがん患者が、心身の状況に応じて迅速に
介護サービスを受けられるよう、市町村の判断により、
暫定ケアプランを作成し、要介護認定の前に介護サー
ビスを提供するとともに、迅速な要介護認定を行いま
す。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院、
訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局及び介護
サービス事業所・施設や訪問歯科、訪問栄養指導、訪
問薬剤師相談等の各種訪問サービスと連携し、在宅で
の療養を希望するがん患者のニーズに応えます。
・　県は、訪問看護の充実を図るため、質の高い看護人
材を育成するための研修等を実施します。

第７条

［在宅医療推進支援事業］
・　県全域に関わる事業として取り組むべきであることか
ら、協議会委員には有識者・職能団体・政令市・保健所
政令市がおり、県は事務局としてその責務を果たし、訪
問看護の推進に係る検討・調整・評価を実施している。
・　訪問看護や在宅医療に関し、専門的知見を有して
いる関係団体に委託し、効果的な研修を実施した。
・訪問看護に求められていることを明確化し、協議会で
検討を行うとともに、実態調査を実施し、社会状況や課
題の把握を行っている。また、研修内容を検討し、時代
に即した内容となるよう見直しを行っている。
・各種研修事業を実施し、在宅医療を担う訪問看護師
を育成した。

［訪問看護養成促進事業・看護職員専門分野研修事
業］
・がん診療連携拠点病院の要件である緩和ケアチーム
の一員となることのできる、緩和ケア認定看護師を育成
した。　修了者　28人

［がん診療連携拠点病院等］
・　県内すべてのがん診療連携拠点病院等において、
地域の医療機関等との連携・協力体制が整備されてい
る。

70
（80）
（60）

☆☆☆

［在宅医療推進支援事業］
・　在宅医療の推進が求められるなか、高度・多様化す
る訪問看護のニーズに対応できる訪問看護師の養成
（育成）・確保・定着は喫緊の課題である。

［訪問看護養成促進事業・看護職員専門分野研修事
業］
・　超高齢社会に対処するための計画である地域医療
構想に基づき更なる在宅医療等の推進を図っていくた
めに、国では、医師等の判断を待たずに手順書により
一定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を、2025年
に向けて10万人以上養成することを目指すとして特定
行為研修を推進している。また、県の実施する認定看
護師養成研修では県外受講生の割合が高い。

［がん診療連携拠点病院等］
・　病院ごとに地域の医療機関等との連携を進めている
が、在宅介護との連携体制がどの程度整っているかを
把握する方法がない。

１　訪問看護推進協議会
　　協議会、作業部会　年３回

２　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ・医療機関等の看護職員相互研
修
実施回数：３日間（講義２日、実習１日）×２回
受講者数：各50名（訪問看護ステーション10名、医療機
関等40名）
３　訪問看護管理者研修
ア　制度活用管理者研修：実施回数：２回程度、受講者
数：150名
イ　初任管理者研修及び初任管理者フォローアップ研
修
実施回数：２回程度、受講者数：50名
ウ　管理者スキルアップ研修　実施回数：１回、受講者
数：40名
４　訪問看護師養成講習会
訪問看護に必要な基礎的知識・技術を修得させる講習
会を実施する
実施回数：１回(講義30日程度、実習5日程度）

５　訪問看護導入研修
訪問看護に興味はあるが、詳しい業務内容が分からな
い看護職員（潜在看護職員、定年退職後及び訪問看
護以外に従事している看護職員）に対し、訪問看護の
現状や制度についての講義及び、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
の見学、先輩訪問看護師との相談会を実施することに
より、訪問看護の魅力を知り、訪問看護に従事する動

中柱③　がん地域連携クリティカルパスによる連携

・　県及び医療機関は、がん患者及びその家族に対
し、地域連携クリティカルパスの内容や効果について啓
発します。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、地域の医療機関に対する説明会の開催など
により、地域連携クリティカルパスの理解の促進を図りま
す。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、地域連携クリティカルパスの運用実績を定期
的に把握し、運用拡大に努めます。
・　地域連携クリティカルパスの利用促進に向けた効果
的な方策について、県がん診療連携協議会で検討しま
す。

第７条
・　各がん診療連携拠点病院等で、実情に応じて、地
域連携クリティカルパスに取組んでO61:T61いる。

66 ☆☆☆
・　地域の医療機関への普及啓発は進み、登録医療機
関数は伸びているが、実際の患者への適用数があまり
伸びていない。

・　がん診療連携協議会クリティカルパス部会等におい
て、今後の取組方針を検討する。

34　医科と歯科との連携 ☆☆☆

・　医科歯科連携実施にあたってのガイドライン等と
いった共通ツールの作成検討や、課題の解決策の提
案を検討することができなかった。
・　より専門的な実習内容を行っていかないと、がん患
者の周術期口腔機能管理のスキルを身につけることが
できない。

33　医療と介護の連携

・　地域歯科医師等が、院内に歯科のあるがん診療連
携拠点病院等において、がん患者の口腔ケアの実習
を行う。
　・　がん診療における医科歯科連携の現状を分析し、
医科歯科連携の推進を図るための検討会を開催する。

35　がん地域連携クリティ
　　カルパスによる連携

・　県は、県歯科医師会及び関係機関と連携し、医師
や看護師等に対し、がん患者の在宅療養時における
口腔ケアに関する意識を高め、知識と技術について普
及啓発します。
・　地域歯科医師会は、がん患者の周術期における口
腔内診査、治療及び専門的な口腔ケアの提供体制を
整備するため、がん患者歯科医療連携登録医療機関
と地域の病院との連携のしくみづくりを行います。

第７条

・　年２回開催のがん診療連携協議会に、県歯科医師
会の委員が参加し、情報提供を行うなど、連携に努め
ている。
・　がん診療医科歯科連携実習事業として、ケースカン
ファレンス２回、実地研修１回を開催し、歯科医師37
名、歯科衛生士15名の参加があった。
・　がん診療医科歯科連携検討会を年３回開催した。

67
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目
（３）がんと診断されたときからの緩和ケアの推進
中柱①　緩和ケアの充実

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、専門的な緩和ケアを提供するため、緩和ケア
チームの機能の充実を図るとともに、緩和ケアチームと
緩和ケア外来との連携強化を図ります。
・　県、がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指
定病院は、がん患者及びその家族に向け、緩和ケア
チームや緩和ケア外来の活動内容を周知し、緩和ケア
の普及拡大を図ります。
・　県立がんセンターは、地域で緊急に生じた緩和ケア
のニーズへの対応や他の医療機関との連携調整機能
を有する「緩和ケアセンター」の設置及び普及拡大に
ついて検討します。

第9条

・　がんと診断されたときからの緩和ケアを推進するため
に、がん診療連携協議会緩和ケア部会では、５つの課
題ごとのワーキンググループが設置され、課題ごとの検
討が進められている。
・　県立がんセンターに、平成26年４月に設置された
「緩和ケアセンター」は、平成28年３月にすべての必須
要件を満たした。

73 ☆☆☆

・　がんと診断されたときからの緩和ケアのための取組
みが進められているが、各拠点病院、指定病院ごとの
進捗状況には差が大きいため、各病院が連携し、県全
体の緩和ケア推進体制の底上げを図っていく必要があ
る。

・　がんと診断されたときからの緩和ケアを推進するため
の取組みについて、各がん診療連携拠点病院等及び
がん診療連携協議会相談支援部会等で検討し、体制
整備を着実に進めていく。

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、精神心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩
和ケアの提供のため、相談支援センターの相談員も含
めた多職種での情報共有に努め、がん患者及びその
家族のニーズに応じた相談支援を実施します。
・　精神心理的・社会的苦痛等に対する緩和ケアのあり
方について、県がん診療連携協議会において検討しま
す。

第9条
・　県がん診療連携協議会、相談支援部会、緩和ケア
部会等において、情報共有や研修等を実施し、緩和ケ
アにつていの理解が深められた。

73 ☆☆☆
・　緩和ケアのための取組みについては、各がん診療
連携拠点病院等における格差が大きいため、県全体の
緩和ケア推進体制の底上げを図っていく必要がある。

・　県がん診療連携協議会の相談支援部会及び緩和
ケア部会を通じて、情報共有を図っていく。

　・　県は、緩和ケア病棟が未整備である川崎北部医療
   圏及び県央医療圏への病棟整備を促進します。

第9条

・　今まで緩和ケア病棟が未整備であった県央医療圏
に
　経費の一部を助成した緩和ケア病棟が整備された。

67 ☆☆☆
・　川崎北部医療圏への緩和ケア病棟の整備を進める
　必要がある。

・　現在建設中である川崎北部医療圏の緩和ケア病棟
　への一部助成を実施する。

 ・　県、がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携
指定病院等は、ホームページなどにより、緩和ケアの意
義や必要性について県民に周知し、理解の促進を図り
ます。

第9条

・　県は、がんと診断されたときからの緩和ケアの提供に
ついて、県がん対策推進計画や県ホームページにより
周知をした。
・　がん診療連携拠点病院等は、がんと診断されたとき
からの緩和ケア提供体制を整備している旨を院内掲示
や入院時の資料配布等により、分かりやすい情報提供
を 行った。

73 ☆☆☆

・　「がんと診断されたときからの緩和ケア」をはじめ、緩
和ケアに対する正しい理解を促進するために、県及び
拠点病院・指定病院は、さらなる普及啓発に取り組む
必要がある。

・　県及びがん診療連携拠点病院等で、さらなる周知に
　努める。

中柱②　緩和ケア人材の育成

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、緩和ケア人材の確保について検討を行い、緩
和ケア研修受講者の増加を図る方策をはじめとした取
組みを推進します。
・　緩和ケアを希望するがん患者に対応するため、神奈
川県がん診療連携協議会において、精神心理的・社
会的苦痛等の緩和を含めた相談支援センターの相談
員に対する研修を実施します。

第9条

［緩和ケア研修会］
・　がん診療連携拠点病院等において、年1回以上緩
和ケア研修会を実施した。
・　がん診療連携拠点病院における緩和ケア研修受講
率：H29.6月　約85％

［保健人材課］
・がん診療連携拠点病院の要件である緩和ケアチーム
の一員となることのできる、緩和ケア認定看護師を育成
した。　修了者　28人。

［県立保健福祉大学実践教育センター］
・　「がん患者支援講座」
　平成29年6月～平成30年2月　全15回
　個人受講：49人、施設受講：1施設
　シンポジウム：受講者＋11人＝53人
　　　なお託児利用者は1名のみ

76
（67）
（80）
（80）

☆☆☆

［緩和ケア研修会］
・　平成30年度から適用されたe-learningを導入した緩
和ケア研修会へスムーズに移行できるよう指導する必
要がある。

［保健人材課］
・高齢化社会に対処するための計画である地域医療構
想に基づき更なる在宅医療等の推進を図っていくため
に、国では、医師等の判断を待たずに手順書により一
定の診療の補助(特定行為)を行う看護師を、2025年に
向けて10万人以上養成することを目指すとして特定行
為研修を推進している。また、県の実施する研修では
県外受講生の割合が高い。

［県立保健福祉大学実践教育センター］
・　県がん対策推進計画（平成30年～平成35年）に記
載のある「小児がんの看護」をカリキュラムに導入する必
要がある。

［緩和ケア研修会］
・　平成30年度から、e-learningを導入した新指針が適
用されたことから、県でも8月から開始することにした。そ
のため、スムーズな移行ができるよう、この8月27日に
は、県内の各病院の担当者向けに、説明会を開催す
る。

［保健人材課］
・認定看護教育は特定行為研修制度との関連におい
ても過渡期であること、県内外でみると県外受講生の割
合が高いことから委託事業を廃止する。

［県立保健福祉大学実践教育センター］
・　「がん患者支援講座」
　期間：平成30年９月～平成31年２月。
　講座１～６、全15回を土曜日に計画。
　　託児は廃止。
・　保健福祉大学は、平成30年4月1日より、公立大学
法人となったことから、「がん患者支援講座」は、県が
ん・疾病対策課と協定を締結して実施する。

中柱③　在宅緩和ケアの推進

・　がん診療連携拠点病院は、地域において緩和ケア
を実施する在宅療養支援診療所等を把握するととも
に、がん患者及びその家族に対し、診療所等の情報を
提供します。
・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院等は、在宅緩和ケア提供体制の構築のため、合同
カンファレンスの開催等により、在宅療養支援診療所及
び訪問看護ステーション等との連携の強化及び人材育
成を図ります。
・　県がん診療連携協議会において、緩和ケアに係る
地域連携クリティカルパスの作成について検討します。

第9条

・　がん診療連携拠点病院等は、地域の緩和ケア提供
体制について情報提供できる体制を整備している。
・　院内での緩和ケアが退院後も在宅診療で継続して
実施できる体制整備に努めている。

67 ☆☆☆

・　在宅緩和ケアについては、がん診療連携拠点病院
等を中心に推進されているが、さらに身近な地域にお
ける緩和ケアの提供体制の充実を図るため、緩和ケア
病棟を有する医療機関を中心とした人材育成・ネット
ワーク作りを推進する必要がある。

・　がん診療連携拠点病院等において、在宅療養支援
診療所等との連携を図る。
・　宅療養支援診療所等に対する緩和ケア研修会への
受講勧奨を推進する。

36　緩和ケアの提供体制
    の充実

37　精神心理的・社会的
     苦痛等に対する適切
     な緩和ケアの提供

38　緩和ケア病棟の整備

39　緩和ケアに対する理
     解の促進

40　緩和ケア人材の育成

41　在宅緩和ケアの推進
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目

4 がん患者への支援

中柱① がん診療連携拠点病院等における相談支援の実施

・　県は、がん患者のニーズに応じた相談支援が提供
できるよう、相談支援センターの運営を支援します。

第10条

・　すべてのがん診療連携拠点病院等に設置されてい
るがん相談支援センターで、がん患者及びその家族に
対する相談支援を実施した。
・　県は、がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助
金により、相談支援事業に対し助成を行った。

80 ☆☆☆☆

・　拠点病院への補助金は、県財政が逼迫する中、予
算確保が年々困難となっている。
・　県がん診療連携指定病院については、補助金がな
い。

・　がん診療連携拠点病院については、各補助金の予
算確保に努める。

・　がん相談に従事する人材を育成するため、県がん診
療連携協議会において、相談従事者を対象とする研修
を実施します。
・　がん診療連携拠点病院等は、がん相談従事者の資
質向上のため、がん相談従事者が、国立がん研究セン
ターが実施する研修等へ参加しやすい　環境の整備に
努めます。

第10条

・　神奈川県がん診療連携協議会の相談支援部会に
おいて、相談員の教育・研修を実施した。
・　相談支援部会は、相談員の教育・研修を部会全体
で研究的に取り組み、実績を挙げている。

80 ☆☆☆☆

・　がんゲノム医療や妊孕性、希少がんなど最新がん医
療に関する相談や、がん患者の就労やアピアランス、
精神面の悩み等、多様になった患者ニーズに応えられ
る人材が必要になってきている。

・　相談支援部会における研修・情報交換や、ワーキン
ググループの取組等により、相談員の質の向上を図
る。

・　ＮＰＯ法人等は、がん体験者によるピアサポートの実
施箇所の拡充を図り、多様化しているがん患者とその
家族のニーズへの対応を進めます。

第10条

・　NPO法人等では、相談員の指導等を実施した。
・　がん診療連携拠点病院等での面談相談
　　　利用件数　延べ619名
・地域のサポートセンター（ピアサポ―トよこはま）
　　　電話相談と来所相談　利用件数　延べ165件

93 ☆☆☆☆☆
・　患者会や患者サロンで実施しているピアサポートに
おける相談員の質の確保もが必要である。

・　NPO団体等との協働により、がん診療連携拠点病院
や地域のサポートセンターにおいてピアサポートを実施
する。

中柱② がん患者及びその家族に対する情報提供

・　がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指定
病院は、県がん診療連携協議会等において相談支援
センター間の情報共有を一層進め、がん患者及びその
家族に提供する情報内容の充実を図ります。
・　県は、相談支援センターのがん患者支援情報の均
てん化を図り、地域による情報格差の解消に努めま
す。

第10条

・　県がん診療連携協議会の相談支援部会において、
課題ごとのワーキンググループを設置し、課題共有・解
決に取り組んでいる。
・　がん相談支援センターの周知を目的としたリーフレッ
トをがん診療連携拠点病院等との連携医療機関をはじ
め市町村や薬局等へ配布することにより、相談支援セ
ンターのさらなる周知が図られた。

80 ☆☆☆☆
・　がん相談支援センターのさらなる周知が必要であ
る。

・　がん相談支援センターに係るリーフレットを作成し、
配布する。

・　県は、ホームページの内容を迅速かつ適切に更新
し、常に最新のがんに関する情報を提供します。

第10条

・　各種がんに関するイベント等の情報提供のほか、が
ん対策推進計画の改定や緩和ケア研修会の全病院の
日程などを県ホームページで提供した。また、ホーム
ページの構成の見直しも行った。

80 ☆☆☆☆
・　インターネットでは、がんに関する不正確な情報も提
供されており、最新の正しい情報を提供していく必要が
ある。

・　最新の情報を提供するように、県ホームページを適
時、迅速に更新する。

中柱③ がん患者団体等との連携協力体制の充実強化

・　県、がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指
定病院等は、がんに関する講演会やイベントなど、がん
患者支援となる情報をがん患者団体等に提供します。

第10条
・　各がん診療連携拠点病院等が、様々な形で患者活
動の支援に取り組んでいるほか、県も登録団体に対し
て適宜情報提供を行っている。

80 ☆☆☆☆
・　情報提供を行う患者団体の数を増やしていく必要が
ある。

・　新規に指定した県指定病院に対して、患者団体との
連携協力体制の早期構築を要望していく。

・　県は、がん患者会の情報をさらに収集し、県ホーム
ページ等により、より多くのがん患者会を紹介すること
により、がん患者等ががん患者会に参加しやすい環境
整備を行います。

第10条

・　県への登録申請があった「がん患者会」について、
県ホームページで連絡先等を公開する。
・　がん患者への療養情報提供冊子を作成し、各拠点
病院、県指定病院、薬局等に配布した。

80 ☆☆☆☆
・　県に登録をしている患者団体数は、まだ少ない状況
である。

・県への登録申請があった「がん患者会」について、県
ホームページで連絡先等を公開する。
・がん患者への療養情報提供冊子を作成し、各がん診
療連携拠点病院等、各保健事務所及び薬局等に配布
する。

・　県、がん診療連携拠点病院及び県がん診療連携指
定病院等は、効果的ながん患者支援を行うため、がん
患者団体等との連携・協働について検討します。

第10条

・　各がん診療連携拠点病院等が、様々な形で患者活
動の支援に取り組んでいる。
・　県がん診療連携協議会の相談支援部会では、成26
年度から課題ごとのワーキンググループを設置し、課題
共有・解決に取り組んでおり、より効果的な患者支援に
ついて検討している。

80 ☆☆☆☆ ・　相談支援センターによる支援の強化が必要である。
・　相談支援部会等で課題を共有することで、各病院に
おけるがん患者団体等との支援強化を図る。

42　相談支援センターの
     充実

43　拠点病院等による相
     談人材の育成

44　ピアサポートによる相
    談支援の充実

45　相談支援センターに
     おける情報提供

46　県ホームページを活
     用した情報提供

47　がん患者団体等への
     情報提供

48　がん患者等への情報
     提供

49　がん患者団体等との
     協働の検討
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内容
取組みを進める施策 がん克服条

例該当条項
平成29年度の取組状況 第1次評価 課題 平成30年度の主な取組み

項目
中柱④ がん患者等に対する就労支援及び職場・医療機関の理解の促進

・　県は、がん患者等の復職や働き続けることを支援す
るため、キャリアカウンセリングの専門家を相談支援セ
ンターへ派遣することなどについて検討します。
・　相談支援センターは、がん患者等の復職や働き続
けることを支援するため、相談体制の充実を図ります。
G85:T85G85:S85

第10条

・　平成26年10月から実施してきた、がん相談支援セン
ターへの社会保険労務士派遣モデル事業は、平成28
年度で終了した。
・　平成29年度からは、モデル事業から引き続き、9病院
が自主事業として社会保険労務士による定期相談を実
施した。
・　定期相談では、150件の相談実績があった。
・　社会保険労務士の随時派遣については、引き続き、
県事業として継続し、平成29年度は、12病院に派遣し、
28件の相談実績があった。

93 ☆☆☆☆☆

・　いまだに、病院で就労相談が受けられるという認識
が低いと考えられる。
・　今後さらに定期相談を実施する病院を増やしていく
必要がある。
・　神奈川産業保健総合支援センターとの連携を検討
する必要がある。

・定期相談の社労士調整、随時派遣の調整、謝金の執
行手続き
・定期相談実施病院が、９病院から10病院（隔月実施）
に増えた。（平成31年度には、さらに11病院になる予
定）

・　県は、がん患者等の仕事と治療の両立について理
解を促進するため、事業者や医療従事者に対する普
及啓発を実施します。

第10条

・　事業主及び人事労務担当者向けの就労支援「がん
の理解を深めるリーフレット」を、全面的に見直し、
30,000部作成した。
・　病院スタッフ対象就労支援研修は、１病院のみで、
参加者も11名だったが、うち10名が、病院で就労支援
を展開する必要性を理解できたというアンケート結果が
出ている。
・　がんになった社員の就労支援をテーマにした企業向
けの研修を2回実施した。

80 ☆☆☆☆

・　企業（特に中小企業）において仕事と治療の両立に
ついての理解・仕組みが不足していると思われることか
ら、何らかの対策を検討する必要がある。

・　新たに内容を見直した企業向けのリーフレットを、企
業が参加する研修等で配布する。
・　企業向けの研修については、神奈川産業振興セン
ターと協力し、広く中小企業への周知を図る。

5 がんに対する理解の促進

中柱①  がん教育の推進

・　県は、教育委員会及び県立がんセンター等と連携
し、がん教育の対象や実施方法、教材の作成について
検討します。
・　県は、がんに対する正しい知識を身につけ、がん予
防や早期発見などがんに対する理解を促進するため、
子どものがん教育を実施します。
・　県は、子ども本人だけではなく、親世代のがんに対
する関心を高めるため、がん教育の効果的な指導方法
等について検討します。

第11条

・  外部講師による授業　：６校で実施
　　　（文科省がん教育モデル授業
・　教員による授業：２校で実施
　　（がん疾病対策課作成の教材を活用）
・　がん教育協議会　２回開催
　　モデル授業の評価や外部講師の活用、教材の活用
方法等について検討を行った。
・　昨年から継続して拠点病院・指定病院の現地確認
の際、協力可否を確認した。

80 ☆☆☆☆

・外部講師活用の拡充
・学校の求める外部講師の確保
・学校と外部講師との調整
・新学習指導要領への移行から完全実施に向けたがん
教育に関する指導内容の周知徹底

・神奈川県がん教育協議会の開催（２回）
・がん教育指導者研修講座の実施（２回、対象者：教職
員・がん教育関係者）
・外部講師を活用した「がん教育」研究授業の実施
（平成30年９月～平成30年12月実施予定）
・教材等の改訂、がん教育教材の作成
・外部講師の確保等の検討

中柱②　がんに関する知識の普及啓発 　

・　県は、がんに関する正しい知識を普及するため、県
ホームページを県民がアクセスしやすい構成に改善す
ることなどにより、ホームページの効果的な活用を進め
ます。また、がん対策を進める上での課題に対する県
民意見の収集及びその結果の発信など、さらなるホー
ムページの活用を図ります。
・　県は、ホームページのほか、ツイッターやフェイス
ブック等を活用し、がん検診に無関心な層などへの積
極的な情報提供を行います。
・　県は、より多くの県民に、がん予防や早期発見など
がんに関する正しい知識を情報提供するため、効果的
な情報媒体について検討し、普及啓発を行います。

第２条

・　県のホームページの「かながわのがん対策」を見直
し、見やすくするとともに、がん診療連携協議会のペー
ジを新たに作るなど、内容も充実させた。
・　県のたよりに、がん相談支援センターの周知を掲載
したほか、適宜、各種イベントやセミナーに関する情報
をお知らせ欄に掲載した。

80 ☆☆☆☆

・　独自の広報媒体がホームページのみであるため、必
要に応じて、県のたよりや、かながわキンタローフェイス
ブックなどでの情報提供を検討する。
・　インターネットでは、がんに関する不正確な情報も提
供されており、最新の正しい情報を提供していく必要が
ある。

・　適切なホームページのさらなる充実を行うとともに、
条件が合えば、県のたよりや、かながわキンタローフェ
イスブック、ラジオ、関係団体の広報誌などの掲載依頼
をしていく。

52　がん教育の推進

53　がんに関する知識の
     普及啓発

50　相談支援センターに
    おける相談支援体制
    の充実

51　事業者及び医療従事
     者への継続就労に向
     けた普及啓発
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